
令和６年６月２８日
東京出入国在留管理局横浜支局

在留管理制度と不法就労防止について

ハローワーク横浜外国人雇用管理セミナー資料



在留資格 該当例

外交 外国政府の大使、公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家、画家、作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者、管理者等

法律・会計業務 弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校、中学校等の語学教師等

技術・人文知識・
国際業務

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講

師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等

特定技能（注１） 特定産業分野（注２）の各業務従事者

技能実習 技能実習生

※ 資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。
※ 赤字斜体字の在留資格については、上陸基準省令の適用があるもの。

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客、会議参加者等

留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し

引き続き在留している実子

定住者 日系３世、外国人配偶者の連れ子等

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

就労の可否は指定される活動によるもの

（注２）介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製
造業、外食業（令和４年４月２６日閣議決定）

（注１）平成３１年４月１日から

就労が認められる在留資格（活動制限あり）
身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

就労の可否は指定される活動によるもの

就労が認められない在留資格（※）

外国人が「どのような身分で
あるか」がポイント。

外国人が「何（活動）をする
か」がポイント。

在留資格一覧表
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外交

公用

教授

芸術

宗教

報道

高度専門職

経営・管理

法律・会計業務

医療

研究

教育

技術・人文知識・

国際業務

企業内転勤

介護

興行

技能

特定技能

技能実習

特定活動（就労可）

永住者
日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

働くことが
できる

ただし…

資格外活動許可 をとれば

アルバイトができます

特定活動（就労不可）

文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在

身分資格

就労資格

働くことが
できない

働くことができる在留資格・働くことができない在留資格ポイント
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中長期在留者の在留管理制度
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・氏名
※原則として、旅券のローマ字氏名で表記され、申出により漢
字氏名も併記可能（漢字氏名を証明する資料が必要）です
が、通称名は記載されません（特別永住者証明書も同様）

・在留カード番号

・資格外活動許可の概要

・ 在留期間更新許可申請中 又は
在留資格変更許可申請中 である旨が記
載されます。

※「特例期間」（入管法第２０条第５項等）に留意

・在留資格

・就労制限の有無

・在留期間及び在留期間の満了日

・許可の種類
・許可年月日
・交付年月日
・在留カードの有効期間の満了日

※申請を行った場合、申請に係る処分日又は在留
期間の満了日から２か月を経過する日のいずれか
早い日までは、在留カードは失効しない（在留カード
の有効期間の満了日が１６歳の誕生日の前日となっ
ている者を除く。）。

・生年月日、性別、国籍・地域 ・住居地

表面

裏面

在留カードの見方ポイント
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入管法上の届出についてポイント

対象者（誰が） 事由（どんなとき） 届出手続（何をするか） 届出時期（いつするか）

中長期在留者（全員）
新規上陸後に住居地
を定めたとき

新規上陸後の住居地の届出 住居地を定めた日から14日以内

中長期在留者（全員）

在留資格変更等に
よって新たに中長期在
留者となったとき

在留資格変更等に伴う住居地
の届出

住居地を定めた日から14日以内

中長期在留者（全員）
転居したとき 住居地の変更届出 新住居地に移転した日から14日

以内

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人
（中長期在留者）は、転居や転職など、在留状況に変更が生じ
たときに、変更内容を届出する。
（※）中長期在留者とは、在留カードの交付を受けている外国人

（１）市区町村窓口で行う届出

※ 「住所」は市区町村長あて、「住居地」は出入国在留管理庁長官あてに届出をします。
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◆ インターネットによる届出 http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html

◆ 郵送による届出（郵送先）
〒１６０－０００４ 東京都新宿区四谷１丁目６番１号四谷タワー１４階
東京出入国在留管理局 在留調査部門届出受付担当 （封筒に朱書きで届出在中と記載）

事由（届出内容） 対象者 届出手続 届出時期 届出方法

１

・氏名
・生年月日
・性別
・国籍・地域
に変更があったとき

中長期在留者（全員）

住居地以外
の在留カー
ド記載事項
の変更届出

記載事項
に変更が
生じた日
から１４日
以内

窓口持参

２

活動を行う機関の
・名称、所在地の変更
・消滅、離脱、移籍
があったとき

中長期在留者のうち次の在留資格の者
教授、高度専門職1号（ハ）・2号（ハ）、
経営・管理、法律・会計業務、医療、
教育、企業内転勤、技能実習、留学、
研修

所属機関

（活動機関）
に関する届
出

事由が生
じた日か
ら14日以
内

・インター
ネット

・窓口持
参

・郵送

３

契約機関の
・名称、所在地の変更
・消滅、契約の終了
・新たな契約の締結
があったとき

中長期在留者のうち次の在留資格の者
高度専門職1号（イ又はロ）・2号（イ又はロ）、
研究、技術・人文知識・国際業務、介護、
興行、技能、特定技能

所属機関

（契約機関）
に関する届
出

事由が生
じた日か
ら14日以
内

４
配偶者との
離婚又は死別
したとき

中長期在留者のうち次の在留資格の者

家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配
偶者等

※ 配偶者としての身分を有することがこれら
の在留資格の基礎となる者

配偶者に
関する届出

事由が生
じた日か
ら14日以
内

（２） 地方出入国在留管理局に提出する届出
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審査申請受付 結果告知審査終了を知
らせるハガキ
を発送

新しい在留カードを
交付
（3月以下の在留期間
の場合はパスポート
に許可証印を貼る）

許可

不許可通知書を交付

不許可

・原則、本人又は法定代理人
・地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けた取次者に依頼することも可能

ポイント

 追加資料の提出が
必要な場合は、電
話か手紙で追加資
料の提出を依頼。

 申請番号が記載され
た申請受付票を交付。

 在留カード所持者が、
在留資格変更許可申
請又は在留期間更新
許可申請をした場合
は、在留カードの裏
面に申請中と押印。

 許可の場合も、
不許可の場合も
入管で結果を受
け取る。

在留諸申請の流れ（イメージ）

申請者

在留審査関係諸手続
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在留期限 

申請 

 
不法残留 

最長２か月 

特例期間 

特例期間満了 

②在留資格変更許可申請

①在留期間更新許可申請

（参考）特例期間 （入管法第２０条第６項、同法第２１条第４項）

在留審査関係諸手続
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特例期間は、在留期限までに申請に対する処分が行われないとき
に、在留期限後も審査が終了するまで従前の在留資格で滞在する
ことができるようになる期間のことで、最長で2か月間です。
特例期間が発生するのは、次のいずれにも当てはまる場合です。
・在留期間が30日を超えて決定されているとき
・在留期限までに在留資格変更許可申請か在留期間更新
許可申請をしたとき



③在留資格取得許可申請

④永住許可申請

⑤就労資格証明書交付申請

在留審査関係諸手続
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⑥再入国許可申請

⑦資格外活動許可申請

在留審査関係諸手続
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①包括許可 ②個別許可

在留
カード
の記載

許可の
概要

1週に28時間以内の就労活動が包括的に
許可される
風俗営業等の店舗での就労は不可

留学の在留資格の者は、教育機関に在
籍中のみ有効。長期休業期間中は、
1日に8時間以内まで拡大

活動を行う本邦機関の名称及び事業内容
その他必要な事項を定めて個々に許可さ
れる

就労資格を有する方が、他の就労資格
に該当する活動を行う時や、留学生等
が①の時間を超えて資格外活動を行う
必要があるときなどに申請する。

許可の詳細は、証印又は資格外活動許
可書を確認する

※ アルバイト先が複数あるときは、全てのアル
バイトの稼働時間の合計を規定の時間内に収める
必要がある。

許可：資格外活動許可書に記載された
範囲内の活動

証印
（シール）

資格外活動
許可書

（紙・A5サ
イズ）

許可：原則週２８時間以内・風俗営業
等の従事を除く

資格外活動許可の種類ポイント
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不法就労防止にご協力ください。
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不法就労防止にご協力ください。

●旅券に後日在留カードを交付する旨の
記載がある方
●「３月」以下の在留期間が付与された
方
●「外交」「公用」等の在留資格が付与
された方

これらの方については、旅券等で就労で
きるかどうかを確認してください。

※特に、「留学」「研修」「家族滞在」
「文化活動」「短期滞在」の在留資格を
もって在留している方については、資格
外活動許可を受けていない限り就労でき
ませんのでご注意ください。

在留カードを所持していなくても
就労できる場合がある方
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在留カードの記載事項を確認してください。

在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法
に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞
在する方や不法滞在者には交付されません。

特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。
その例外については「在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方」をご参照
ください。

仮放免は、入管法に基づく退去強制手続を受けている外国人につい
て、病気その他やむを得ない事情がある場合に条件を付して、一時
的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置です。

仮放免された外国人は退去強制手続中という立場であるため、原則
として、仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事
できない」との条件が付されており、就労することはできません。
なお、仮放免された外国人に当該条件が付されていないときなど、
就労の可否に疑義がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局に
お問い合わせください。
※2023年６月に成立した入管法等改正法により、収容に代わる監理措置制度が創設され

ました。監理措置に付された退去強制手続中の外国人は、退去強制令書発付前に限り、
生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど一定の厳格な要件の下で、例外的
に就労が許可されることがあります。なお、就労の可否については同人が所持している
監理措置決定通知書の記載を確認してください。また、就労の可否に疑義がある場合は、
最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

※仮放免許可は在留資格ではありません。



不法就労防止にご協力ください。
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不法就労防止にご協力ください。

下記のページをご活用ください。なお、確認結果は、在留カード等の有効性を証明するものではありません。昨今、
実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため、確認結果にかかわらず、下記、「「在留
カード」及び「特別永住者証明書」の見方」や「在留カード等読取アプリケーション」のほか「動画ライブラリー」
において、アプリの操作方法や在留カード等の目視による真偽の判断方法を紹介する映像を公開していますので、あ
わせてご活用ください。
偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

在留カード等の番号が失効していないか確認することができます。
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（アクセス／フロアガイド）

外国人在留支援センター
Foreign Residents Support Center
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例えば、こんな相談はありませんか？
〇高度人材ポイント制の仕組みがわからない
〇特定技能外国人を採用したいけど、よくわからない
〇申請書類の書き方を教えてほしい など

◎相談無料 ◎匿名で相談できます
◎相談の内容によってFRESCの入居機関も同席します

外国人や企業から相談を承ります！

場所：外国人在留支援センター（四谷タワー13F）

時間：平日の午前９時から午後５時まで※土日・祝日・年末年始は休み

相談できることば：２０言語
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電話番号（でんわばんごう）（TEL）

予約専用ダイヤル
(Reservation dial)

よやくせんよう だい
やる

予約専用フォーム
(Reservation form)

よやくせんよう
ふぉーむ

【日本語】
相談予約
はこちらから

【English】
Click here

for reservation

※日本語、英語、中国語など
２０言語に対応

※オンライン相談の予約は、予約専用フォームからお願いします。

「四谷まで行くのは遠い。」、「対面での相談は不安。」といった方にも安
心して相談していただけるように、オンライン相談を始めました。
予約完了後、URLを送付いたしますので、予約の日時になったらURLにアク
セスして下さい。ブラウザでオンライン相談ができます。

※スマートフォン、タブレットを使用の方は、アプリのダウンロードが必要
になります。
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オンライン相談 実施中

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc_2.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc_1.html

